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「遠隔モニタリングシステム」の通信機器代金ならびに通信費取扱いについて 

 

 

これまで日本不整脈デバイス工業会の会員企業複数社が、遠隔で患者の使用する植込み

型デバイスが適切に作動しているかどうかを医師がモニタリングする為の、いわゆる「遠

隔モニタリングシステム」の国内への導入を進めてきています。 

導入に際して、「遠隔モニタリングシステム」の料金・費用の扱いに関する考え方では、

企業間でばらつきがあるために公正競争規約や関連法規に照らして問題ないような考え方

の統一化が求められていました。 

これまでの調査で、植込み型デバイスの代金にモニター等の価格を上乗せして価格設定

しているにもかかわらず、モニターが無償で提供されていると誤解されるような説明がさ

れている事例も確認されています。 

考え方の統一化を図る為に、医療機器業公正取引協議会に問い合わせを行ったところ、別

紙のような回答をいただきました。 

 

この回答書に示された指導を遵守するようにお願いいたします。 

 

 

以上 

 








